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　以上の研究は、基盤研究 (A)「初期遊牧国家の比

較 考 古 学 的 研 究 」(JSPS KAKENHI Grant Number 

26244048) による成果の一部である。

Ⅰ．はじめに

　地名民俗学という語はまだ熟語となっていない、

聞きなれない。つまりはメジャーではない。しか

も定義も明確ではない。学として認知されている

のかもわからない。しかし、地名には人々の思いが

こめられていることだけは確かで、新谷尚紀や関沢

まゆみのいう「民俗学は伝承分析学」[ 新谷・関沢

2016] の対象となりうるはずである。

　多くの地名は漢字で表記される。しかし、漢字の

字面につられて解釈するものではなく、音声に戻し

て考える必要がある。それらのことを「地名民俗学

事始め」として、以下に展開しようとするものであ

る。

　地名民俗学の定義や方法論は、かつて筆者が関

わった『山口市史 史料編』民俗編の編纂作業の中

で、民俗編の監修者であった伊藤彰との対話がもと

になっている。このレポートは、地名民俗学の聞書

といっても差し支えない。

　山口では、明治の地番表示の前から存在する地名

で、小字やそれより小さい範囲を示す小地名のこと

地名民俗学事始め

～地名研究の民俗学的着地点

地名から民俗学はできるのか～

吉松　高敏

を「ホノギ」という。このホノギという称呼は西日

本、とくに中国地方には多いようであるが、多くの

広域地名が案外このホノギやそれよりやや広い地

域に拡大した小字名を起源とすることが知られて

いる。それを伊藤彰は「地名は面的に拡大する性質

を持つ」[ 伊藤 2015: 53] と定義している。

　小地名についての考証はあまりにローカルすぎ

て、果たして普遍の学となりうるであろうかという

疑念がわく。本レポートの後半では山口の地名の個

別解説が続くので、馴染みのない読者には苦痛かも

しれない。しかし、個別のものを帰納してゆけば、

おのずから普遍性をもったものが見えてくるとい

うのが地名民俗学の醍醐味でもある。

　伊藤の目指した地名研究は、氏の監修した『山口

市史 史料編』民俗・金文編 ( 以下『民俗編』) に総

括されている。監修者として、あるいは地名と民俗

学の研究者としての伊藤の思考の軌跡が、まず循環

する水のイメージを母体に総論として展開し、それ

に続く「地名と民俗」、「生活のリズム」、「暮らしと

仕事」、「祈り」、「暮らし言葉」の各章となって、伊

藤の地名民俗学の基層をたどることができる。

　とりわけ、「総論」と「Ⅰ地名と民俗」は、伊藤

の書き下ろしの原稿であり、地名民俗学の序論とも

いえる論文である。それは未完成となったが、柳田

國男と谷川健一の地名の研究を受け継ぐものとな

るはずのもので、「これ ( 民俗編のこと ) ができた

ら地名民俗学の本をまとめたい」という伊藤の言葉
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に尽きよう。この達成されなかった思いを筆者なり

に形にしたいと考えた。伊藤の言葉を追想しながら

書き進めたい。ここで方法論が確立できれば、日本

の各地で、その土地々々ゆかりの地名からも多くの

ことを発見できるはずである。地名民俗学は普遍性

をもった学として、多くの人々へ受け入れられるこ

ととなるであろう。早速、伊藤の地名民俗学への扉

をたたいてみたい。

　あの世とは、海の彼方にある常世の国のことであ

り、ヒロシマ、ナガサキといわれる地は常世の国へ

旅立つ出発点であった。そして常世の国の水はやが

て若返りの水、黄
よ み

泉がえりの水として、この世にあ

るもとの水源に戻ってくる。これが「ちょうず」で

あった。これらが古からの日本人が考えた水の循環

するイメージであり、伊藤の一貫した考え方であっ

た。

　伊藤の監修した『民俗編』の構成をたどると、ま

ず「Ⅰ 地名と民俗」で民俗学と地名研究が融合する。

伊藤は山口の人々が暮らす風土について、文字の伝

わる以前の無垢な山口の風土を表現するために「地

名」に着目した 2)。この章は、山口の地名の由来を

地名民俗学の観点から考えようとしたもので、その

方法論を展開し、個別解説を試みている。ただし、

当時のこの段階で、伊藤は地名の分類を「自然地名、

利用地名、その他地名」と示すにとどめた。「小字

一覧」[ 山口市 2015: 91-120] は、自治体史の古い

手法であり、最近の自治体史編纂では取り組まれな

くなった、地名のたんなる羅列に過ぎないものでは

あるが、市町村合併や地名変更などで現代人が失い

つつある、地名にふくまれた先人の知恵といとなみ

の痕跡を丹念に集成し、後世に残したいと考えたの

である。

　続く第 2 章は、椹
ふ し の

野川水系から山口湾への流域

という時空間に住む人々の姿を活写したものであ

る。この章では、時間と人々との関係を「生活のリ

ズム」としてくくり、また空間と人々との関わりを

「暮らしと仕事」としてくくっている。

　 内 容 と し て は、「 Ⅱ 生 活 の リ ズ ム 」[ 山 口 市

2015:121-252] で年中行事と人生儀礼をベテラン

の郷土史家らが記述し、なかでも市史編さん室の

行った「市民アンケート」は現在の人々の生活観

をストレートに表現するための新たな手法として

試みたものであった。「Ⅲ 暮らしと仕事」[ 山口市

2015: 253-410] では、人々の生活空間を「山村」、

「海村」、「まち」と人々の生活の場をおおまかに区

分し、それぞれの空間を、「暮らしと仕事」を通し

てとらえたものである。とくに「山村の暮らし」は、

伊藤自身の手になる聞書である。あたかも対話者と

相聞歌をうたっているがごとく感じられる。また多

くの手仕事のための道具を製作した「さいごの鍛冶

屋」は貴重な資料と証言でつづったもので、伊藤が

諸職を支える手仕事としての鍛冶屋に着目し、市史

Ⅱ．地名研究と伊藤彰

１．地名研究の原点

　伊藤彰の考えた民俗学を貫くテーゼは、この世と

あの世とを循環する水のイメージそのものであっ

た。それは『民俗編』「総論」の副題である「水田

稲作と正月の奥に海がある」という言葉にも表され

ている 1)。 

　昨今、メディアでしばしば死者の魂の行きつくと

ころを「天
てんごく

国」と称する記事やアナウンスに接するが、

これも昭和の「開化」と無関係ではない。確かに古

代の支配階級の一部は「高
たかまがはら

天原」を魂の古里として

いたようだが、一般大衆は、盆に精霊船を流す習俗

が示すように、海の彼方にそれが在ると想像してい

た。そこは、古代には「根の国」、「本つ国」、「常世の国」、

「妣
はは

の国」などと呼ばれていた。 [ 伊藤 2015a: 12]

　伊藤の思考の中では、しばしば人々の前に影向す

る神は、天降れる神ではなかった。それと同様に、

死者の魂も天へ還るのではなかった。もともとの日

本人の死生観は決して、上から下へ、下から上への

ベクトルではなく、限りない水平線へと横に広がる

ベクトルのはずであった。

　たとえばこの世とは、水源からあふれ出た若やぎ

の水が里
さとやま

山を流れ、町を貫流し、里
さとうみ

海へと流れてゆ

く、川の流域と海とを一つの生活圏としてイメージ

したものであると言い換えることができよう。さし

ずめ山口市でいえば、上流から下流を含む椹
ふ し の

野川と

河口の山口湾までの空間がそれにあたる。

　山口湾は里
さとうみ

海として人々の生活に密着し利用され

る海であり、名田島の「なた」はそれに由来すると

いう [ 伊藤 2015b: 70-74]。伊藤によれば、「なた」

の先には「おき」という漁の場があり、しかし、さ

らにその沖の海の彼方にあるのは、川に流した精霊

船がたどり着き、盆に祖先の霊が住まう、あの世で

あった。
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編さん室が足掛け 3 年かけて作成したものであっ

た。これらは人々のたくましく生きる姿を、あるい

は歴史的な文献や伝承を追いながら、あるいは当事

者の視点から記録した聞き書きでもあった。

　第 4 章は、新たな視点から人々の「いのる」と

いう儀礼行為を記述したものであり、『民俗編』で

最も重要な章である。「Ⅳ 祈り」[ 山口市 2015: 

411-484] と題したゆえんは、若返りの水、黄
よ み

泉が

えりの水に表徴される日本に古くから伝わるあの世

とこの世の観念について、人々の祈りと祭礼という

行為にこそそういった深層意識が伝承され、残って

いることを示したものである。ここでは、まだ社殿

のない太古の時代の原始的な祈りからはじまり、豊

饒は海からもたらされたことを描き、その若やぎの

水によって、予祝されるみのりを描いた。やがて人々

が集住する町が形成されると、マチの祭りへと展開

してゆく軌跡をつづったのであった。

　 最 終 章 の「 Ⅴ 暮 ら し の 言 葉 」[ 山 口 市 2015: 

485-529] は、現代社会の生活スタイルのめまぐる

しくも大きな変化の中で失われてゆくであろう「こ

とば」を集成したものである。これは今、まさに消

えようとしている「暮らしのことば」への挽歌とな

るであろうことまで伊藤は見越している。言葉の意

味よりもむしろ用例を多用した編集に特色があり、

これらの言葉の集成は、地名を音声で捉えるという

ことにつながっていることは言を俟
ま

たない 3)。

　以上、伊藤の地名民俗学への基層となる構想を『民

俗編』をもとに駆け足でたどってみた。伊藤と同じ

く筆者もまた、民俗学はその風土の中で、人々がど

のような営みを続けてきたかということを、人々を

して、あるいはおこないをして、あるいは地名や言

葉をして、内在するものを語らしめる学問であると

考えている。民俗学の方法論として中沢新一氏の

いう「『内在の学』としての民俗学の本質」[ 中沢

2013: 337] に肉迫できたかどうかという評価は読

者に委ねざるをえないが、水源を発した水は山間部

を流れ、そこから町をへて海にいたり、やがて若や

ぎの水となり、元の水源へ戻ってゆく。そのような

民俗学の世界に、『民俗編』をとおして読者をいざ

ないたいと伊藤は考えていたはずである。

　次には伊藤の地名民俗学の構想を敷衍して、地名

に年代観や、研究対象としての分類を再定義できる

か考えてみたい。

２．地名の分類と地名の層序

　地名には分類があり、それは層序を持っている。

伊藤は「地名の分類が柳田國男にはある」と語って

いた。柳田國男の『地名の研究』[ 柳田 2016] では

たしかに地名の分類はあるが、層序について言及は

ない 4)。しかし、ここで伊藤の仮説を整理すると、『民

俗編』の冒頭に桑原武夫の「大菩薩峠論」をひいて

いることからみても、地名には分類があり、その層

序が三層あることを想定していたことがわかる。
　フランス文学者桑原武夫が「大菩薩峠論」( 昭和

三十二年 ) で示した日本文化の重層的把握は、日本

人の意識の断層写真に似て内面の襞までを鮮やかに

映し出す。鶴見太郎が『民俗学の熱き日々 柳田国男

とその後継者たち』( 中央公論新社 平成十六年 ) に

引くところによれば、「桑原は日本文化を三層に見立

て、表層に西洋の影響下で近代化した意識、その下

に封建化したサムライ的、儒教的な層、底辺に古代

からのシャーマニズム的なドロドロした層を認め」、

そして底辺の第三層については、「柳田民俗学などが

クワ入れをしている」という。 [ 伊藤 2015a: 11]

　これにつづけて、伊藤はその基層となる第三層に

ついて、「この列島の風土に長大な時間をかけて根

をおろした土着の精神文化に相当し、これが上位の

文化の基層をなすことはいうまでもない。この層は

「山咲 ( わら ) い」、「草木ものをいう」感性の世界

であり、そこはまた「文字を必要としなかった人々

の生と死をめぐる感情や意識の横溢する世界」が

あったという [ 伊藤 2015a: 11]。この列島がまだ

日本と名宣る以前、いわば原日本とでもいえばよい

のであろうか。つづいて、地名に着目する理由を次

のように述べている。
　文字を必要としなかった ( この列島に文字が無

かった ) 時代の言葉は、現在の地表に刻まれた大小

無数の地名 ( 主として自然地名 ) によって探りあて

ることができる。 [ 伊藤 2015a: 11]

　伊藤の地名の分類は、地名をほぼ 3 つに区分する。

まず自然環境をそのまま表現した「自然地名」、つ

ぎに人間の営みが広がるにつれて、人々が自然環境

を生活のために利用する「利用地名」、さらに定住

が進んで共同体ができあがってゆく過程で、人々の

習俗などが地名となる「民俗地名」である。その地

名の層序は、まず第三層に「自然地名」があり、人

間の営みが広がるにつれて第二層の「利用地名」が

生まれ、人々の定住が進んでくることによって人々
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の生活と密着した第一層の「民俗地名」がうまれた

と考えていたようである。しかし結局のところ、伊

藤は『民俗編』の総説では、「自然地名」、「利用地

名」、「その他地名」の３つの分類にとどめ、層序の

ことは述べなかった 5)。そのうえ、民俗地名という

用語を用いなかったばかりか、地名民俗学という言

葉さえも用いなかった。それでも伊藤の思考の中に

は、すでに地名の分類と層序はできていた。

　実は、柳田國男の地名研究について「地名には層

序がある」と表現したのは、網野善彦の甥の中沢新

一である。そこで中沢は次のように考えている 6)。
　土地に命名する行為は、かつては人間にとってき

わめて重大な意味をおびていた。ある土地に名前を

付けることによって、その土地は人間の意識の中に

取り込まれ「人間化」される。これを人間の自然(土地)

への働きかけと見ることもできるが、それは同時に

命名を通して意識に取り込まれた自然が、今後はそ

の名前を介して人間の意識に働きかけをおこなうと

いうことも、意味している。「土地の名前」を介して、

人間の意識と自然が、「交
キアスム

差」の関係に入るわけであ

る。 [ 中沢 2015: 295]

　『地名の研究』において、表に立って表現されては

いないが、柳田國男の思考のひそかな前提となって

いるのは、地名の世界には、地質学でいわれている

地層とよく似た、「層序 ( 層的な秩序 )」があるとい

う直感である。この段階の研究では、まず地名を「分

類する」という側面が前に出てきているが、そうし

て分類された地名が層序的秩序を作っているという

直感は、文章のいたるところに感じ取ることができ

る。[ 中沢 2015: 302]

　この地名の層序についてまことにおおまかなこと

を言えば、いちばん下の層には列島の先住民である

「アイヌ」によってつけられた地名がある。その上に

「米をつくる民族」である日本人によって命名された

地名が被さっている。ただしこの「日本人」の中に

は、米づくりを主な生業とする人々ばかりではなく、

山中で狩猟するのを生業とする人々もいた。そして

さらにその上に、中世の荘園の開発以後に生まれた

比較的新しい地名が乗っている。[ 中沢 2015: 302]

　先後の問題と縄文人がアイヌであるかどうかとい

う問題は措くとして、ここでは地名の層序が三層あ

ることに注目しておきたい。伊藤が志向した地名の

層序もおそらく、この中沢が想定した「地名の層序」

の延長線上にある。

３．地名の層序の年代観

　伊藤はこれら層序に大雑把に年代観を示していた

ように思われる。まず「自然地名」は、無垢な大地

の利用を始めた人々のいる時代、すなわち下限は古

代まで。「利用地名」は、古代から中世、開作など

で土地を開き始めた時代。やがて集住した人々に祈

りがあり、「民俗地名」が中世以前に誕生する、と

いうのが大枠である。しかし、これにはとどまらな

かったであろう。筆者がさらにイメージをすれば、

まず上古の人々の営みを広げてゆく時点で、「自然

地名」、「利用地名」がうまれ、また時代が下って古

代の荘園制以降の人々の営みの中で新たな「自然地

名」、「利用地名」がうまれ、また中世の開作以降の

人々の営みによって、生活空間が広がってゆくにし

たがって「自然地名」、「利用地名」、「民俗地名」が

生まれるという重層的発展を繰り返した、あたかも

螺旋を描くように発展を繰り返してきた、と推測で

きそうなのである。

４．地名民俗学の方法論

　山口の人々が暮らす風土について、文字の伝わ

る以前の無垢な山口の風土を表現するために伊藤

が「地名」に着目したことはすでに述べた。その方

法論は、「地名と民俗」、「地名解説」という形で示

されている。これらには、伊藤の「地名研究の民俗

学的着地点は、文字を必要としなかった時代の人々

( 日本人 ) が生活の基本としていた自然観や生命観

や他界観を問い直すところにある」[ 伊藤 2015: 

64] という思考が込められている。

　まず伊藤は、一般的な地名研究へ鋭い視線を向け

る。
　地名の研究といえば、先述の「八

や ち

千」と「由
ゆ う

宇」

のように言葉の意味を探索し、その比定地を挙げて

了とするものが一般的であるが、…( 中略 )…語彙探

索は単なる入り口にすぎないことを示教する。[ 伊藤

2015b: 63-64]

　伊藤の研究は漢字で表記された文字や言葉の意味

を探索し、その比定地を挙げて終わるものではな

かった。文字から離れて、音から考えるものである

とした。漢字などで表記された地名の語彙探索は、

単なる地名研究の入り口にすぎず、意味を持つ表意

文字である漢字を使用しているがゆえに弊害がある

と考えていた。

　伊藤はまた限りなく現地踏査にこだわった。それ
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は伊藤が柳田の方法論に疑問を投げかけている次の

文章からも伺える。
　柳田の書く地名考にはなぜか現地調査 ( フィール

ドワーク ) を取りあげたところがあまり見当たらな

い。「土地の特徴を重ね取りして見る」ためには蒐集

された地名ひとつずつについて現地調査によって検

証されたデータ ( 踏査資料 ) が不可欠であり、これな

くしては「重ね取り」も共通項の抽出も、ただ宙を

舞う羽根に他ならないのではないか。[ 伊藤 2015b: 

52]

　本来であれば、法務局で公図や登記簿などを参照

し、旧役場文書のいわゆる談合図や分間図、野取帳

といったものを突き合わせながら、膨大な労力と時

間をかけて、こつこつと図面を製作しなければなら

ないところであるが、幸いにして、旧山口市域では

市域を網羅する遺跡分布調査が行なわれ、その報告

書には地籍図をもとに地図の示された範囲の記号と

小地名 ( いわゆる耕地番 ) が照合できるようになっ

ている 7)。そういった地道な努力により作成された

ものを活用することのできる恵まれた環境にある。

この字切図 8) の集成図と地図とを持って、伊藤は現

地踏査に臨んだ。現地踏査の対象となったのは、自

然地名であり、利用地名がそれに次いだ。ただし、

原日本文化の基層となる、自然地名の原義を読み解

く能力は伊藤ならではのひらめきであり、余人には

かなり厳しい。伊藤のフィールドワークでは、まず

頭の中でその地名を音声で何度も斟
しんしゃく

酌し、地図など

を用いてあらかじめ考察をし、仮説を組み立て、そ

れを現地踏査する。現地では、地元の住民に地名の

由来について、聞き取りを行いそれを調書として作

成する。それをこう表現している。
　さて、地点名 ( 発祥の地 ) としての山口は、いった

いどこに想定されるであろうか。この謎解きの手順

は①まずいくつかの ( 多いほどよい ) 山口 ( 山の口 )

地名をひろい出して、②現地踏査をおこない、③そ

して共通項をひき出す。④山口地域のなかで、この

共通項を満足させる地点が認められるとすれば、そ

こをもって後世県名にまで成長した山口発祥の地と

推定することができる。[ 伊藤 2015b: 68]

　伊藤は調査の結果得られたものから、後世の人為

的な付加物を丁寧に取り除き、音声による地名を再

構成する作業を続けていた。それは訪問のたびに、

何枚もの広告の裏に書き付けられたメモが物語って

いた 9)。

　伊藤の地名研究の方法論は、地名を表記した漢字

から離れ、地名の持つ音声と現地踏査によって研究

しろと命じている。同じ地名の示す地点、その地形

の形容と人々の歴史を数多く丹念に蒐集して、共通

項を見つける作業が欠かせないからである。このこ

とは、伊藤の現地踏査に携わった調査員の話からも

伺えた。伊藤は同じ地名の箇所を訪れては、この地

道な作業の繰り返しにより共通項を見出そうとし

ていた。

　伊藤の地名の個別解説については、『民俗編』

「民俗と地名」の「二 地名解説」[ 山口市 2015: 

65-90] と、『地名は警告する 日本の災害と地名』[ 谷

川 2013: 213-228] を参照されたいが、以下筆者は

地名を①自然地名、②利用地名、③民俗地名の 3

つに分類した伊藤の研究に倣い、山口市の地名のご

く一部ではあるが、個別解説を試みたい。

Ⅲ．山口のホノギ

　山口で地名としてまず念頭に置かれるのは、「ホ

ノギ」といわれる小地名である。ホノギは小字の範

囲を表したり、それよりもまだ小さい範囲の地名を

表す言葉である。このホノギの示す自然地名と利用

地名については普遍性がある。しかし、民俗地名に

ついてはその土地の風土や風習、歴史が大いに絡ん

でおり、その土地に生きた人々が選択した風習の違

いによって、地域々々に特色が出てくるのではない

か。この方面の今後の研究についてはまだまだ発展

の余地が残っている訳である。以下に取り上げる自

然地名については、山口の代表的な小地名から特に

広域地名になったもの－「山口」、「小鯖」、「小郡」

を取り上げた。

自然地名

【山口 ( やまぐち )】 　山口という地名の由来はど

こに求めればよいのであろうか。「一本の道が山の

向こうに通じることを示す矢印地名」[ 伊藤 2015b: 

70] と定義する伊藤は、広域地名としての山口の由

来を、山口の町並みが尽き往還と一の坂川とが交わ

るあたり、その他の「山ノ口」地名が表現する地理

的空間と条件が同じである木
き ま ち

町付近 ( 図 1) に求め

ている [ 伊藤 2015b: 69-70]。ここでは伊藤とは少

し別の視点から捉え直してみたい。

　大字吉
よ し き

敷という地域はかつての吉
よ し き

敷郡の中心地で

あったと思われ、それは現在の 良
りょうじょう

城 小学校付近 10)
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ではなかったかと思われる。近世には萩本藩の分家

である吉敷毛利家の屋敷が置かれ、その南側には中

村という集落がある。かつて吉敷郡から美
み ね

祢郡に抜

けるには、現在、国道 435 号線が走る大
おおたお

垰 11)( た

おは山偏でなく土偏が古い表記 ) を越えねばならな

かった。今の幹線道は平成になってからのもので、

それ以前に利用されていた吉
よ し き は た

敷畑 12) に通じる旧道

もあるが、その旧道さえもじつは近代以降のもので

あった。

　明治 40 年代の地図 ( 図 3) では、現在の赤田神社

の手前を大
おおたお

垰に向かって左手に曲がり、野口堤の北

側を抜ける寺
じりょう

領川沿いの道がかつての旧美
み と う

東町 ( 現

美
み ね

祢市 ) 方面へ抜ける峠であり、またそこから左手

へ登ったところも古い峠になっており、「山ノ口 ( や

まのくち )」というホノギが残る ( 図 2, 9)。この

「口」という語のつく地名は、民俗地名で取り上げ

る「休
やすみいし

石」にも関係がある。なぜなら、それは峠の

向こうからやってきた者が命名した地名ではなく、

峠の手前からみていう登山口の「口」という単純な

意味でもなく、そこから向こうにあるはずの異界へ

の入り口が、こちらへ向いてぽっかりあいていると

いう意味があったからである。伊藤はそれを「矢印

地名」と表現するが、かえってそのベクトルは真逆

になるのである。

　中沢は『僕の叔父さん 網野善彦』[ 中沢 2004] で、

谷川健一『沖縄学の課題』[ 谷川 1972] を引き、沖

縄のアカマタクロマタの習俗を取り上げ、異界への

入口を次のように解釈している。
　アカマタクロマタの神に聞いてみるのが、いちば

図 1　大殿地域北部周辺

正面の谷あいが大
おおどの

殿地域の天
て ん げ

花で、萩往還が北へ抜ける。これよ

り急峻な山道を上がり、六軒茶屋の手前に「一の坂」というホノ

ギが残る。写真の左手の山が古
こじょう

城ヶ岳で、麓に五重塔がそびえる。

写真中央の川は一の坂川。木
き ま ち

町は街並みと山の裾野の接する写真

中央のあたり。

図 2　吉敷地域の赤田、山ノ口周辺から、寺領川上

流方向 (野口堤 )と石碑 (矢印 )

野口堤の石碑のところで道が左右に分かれ、石碑の後方 ( 左 ) には

庚申塚があり、古い道筋であることが分かる。左手は桂ヶ岳と筑

紫山の谷あいを経て傍
ぼ う じ

示という地へ、右手へ行けば吉
よ し き ば た

敷畑の大
おおたお

垰

へと続く。んいいだろう。その神は

一年のうち、特別なとき

にだけ、ナビンドゥとい

う洞窟をくぐり抜けて、

ニライカナイから人間世

界にやってくる神様であ

る。ニライカナイは死者

の霊とこれから生まれて

くる子供の霊がいっしょ

に住んでいる、トランセ

ンデンタルな世界だと考

えられている。日常の意

図 3　寺
じりょう

領～大
おおたお

垰

    （吉敷地域）周辺
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識の中では、洞窟の扉は閉じられ ( そこも対馬の天

童の地と同じように「恐ろし所」と呼ばれて、ふだ

ん人々は近づこうとしない場所だった )、ニライカナ

イの話題は避けられている。ところが、仮面の神の

出現のときだけは、洞窟の口が開き、ニライカナイ

からの霊力がこちらの世界に吹き込んでくるのであ

る。

　御
う た き

嶽の神は姿も形も考えられていない。ところが、

仮面の神は草の葉で身を覆い、仮面を着装している

神として、目で見ることのできる姿がある。トラン

センデンタルな領域からなにかの力が物質性を身に

まとって、人間の世界にやってくる。そしてそれを

迎える人間たちは、世俗での「縁」をいったん断ち切っ

て平等な存在に立ち戻り、厳格な年齢階梯性の規則

にしたがって特別な集団をつくって、身を清め居住

まいを正しながら、あの世とこの世のあいだを往復

するこの神を、厳かに迎え入れるのだ。[ 中沢 2004: 

103-104]

　伊藤は同様の例として佐
さ ば

波郡と吉
よ し き

敷郡の境界に所

在する防
ほ う ふ

府市勝
かっさか

坂にある小地名を挙げているが [ 伊

藤 2915b: 67-70]、そのほかに似たような事例を山

口の地から離れて探してみると、果たして九州福岡

市博多の南に山口や吉木という地名があった。そこ

はちょうど筑後川の支流宝
ほうまん

満川の川筋、筑紫野市と

太宰府市との境、筑紫のインターの近くに「吉
よ し き

木」

と「阿
あ し き

志岐」という地名が隣接し、その南西側の山

手には「山口」という地名が残る。その奥の谷あい

には山口川が流れ、上流には「山神」という地名が

あり、分水嶺となる山の名はまさに「大峠」とあった。

大野城～水城～大宰府～基
き い じ ょ う

肄城～小郡官衙を結ぶ南

北軸に直行するかのように吉
よ し き

木～阿
あ し き

志岐～山口～山

神の東西軸が横断する。また宝
ほうまん

満川の上流、分水嶺

を越えた筑
ち く ほ ま ち

穂町にも山口という地名がみえる。この

山口の下流には穂
ほ な み

波川がながれ、遠
お ん が

賀川流域の平野

に出る。境には「三郡山」があり、おそらく嘉
か ほ

穂郡、

糟
か す や

屋郡、御
み か さ

笠郡の境となった山という意味のようで

ある。古代人にとって郡境を越えるのはまさに異界

の地へと入ってゆくことにほかならなかった。

　地名につく「口」はこちら側からみれば「出口」

のように感じるが、「口 ( くち )」という身体呼称は

本来外から見えた入口であるので、地名となったと

きの解釈との齟
そ ご

齬に苦しんだのだが、中沢 [2004]

を読むにつれ、異郷という未知の世界がこちらに向

かってあんぐりと口をあけているさまと理解するこ

とで結着できる。山口や野口といった「口」のつく

地名の本義がここに立ち現われてくる 13)。

【小鯖 (おさば )・小郡 (おごおり )】　　語頭に「お

( を )」がつく広域地名には、小
お さ ば

鯖のほか、小
おごおり

郡と

いう地名があり、「お」のつぎにやや広域の地名を

表すものがある。小鯖は古代の佐
さ ば

波郡、小郡は吉
よ し き

敷

郡に由来することは言を俟
ま

たない。

　まずホノギのレベルで考察すると、たとえば各地

に残る「尾
お ざ き

崎」という小字が示すものは、丘陵地の

突端で、崎といういい方とともに地形的に連続した

尾根の先端をいう自然地名である。語頭に「お」の

付く地名を「小」や「尾」と表記するのは、ただ単

に音を表したに過ぎない。むしろ山の尾根の「お」、

山頂や丘陵 ( おか ) を表す「お」、枕詞の玉の緒の「お」

のような、ものが連なる、ものがつながる、ものが

続くという意味の「お」が本来である。

　さて小
お さ ば

鯖であるが、『小鯖村史』[ 坂倉 1967: 

10-12 ] では地名の由来の解説があり、小鯖の鯖が

古代沙
さ ば

麼の浦の「沙麼」、佐波郡の「佐波」に関連

する地名であることにふれている。鯖
さばやまとうげ

山峠を越え、

鯖
さ ば じ

地に続く地域はまさしく佐波郡へ続く「お」であ

る。『防長寺社由来』第 4 巻の大
お お み

海の赤崎神社に残

る寛永 21 年 [1644] の棟札には「防州路吉敷郡小

鯖庄之内赤崎大明神」との記録が残る [ 山口県文書

館編 1983b: 23]。これによって小鯖地域から秋
あ い お

穂

の大
お お み

海地域までが「小鯖庄」と認識されていたとい

うことが分かるので、南北にわたって佐波郡に接続

する地域という意味であろう。

　一方、小
おごおり

郡も隣接する厚
あ さ

狭郡との境界にあり、

吉
よ し き

敷郡の「お」である可能性も否めないが、そも

そも小郡地域には「こおり」という小地名も見当た

らず、近世以降は小郡は吉敷郡内南部の広域地名と

なったので、小鯖の「お」とは異なる解釈が必要の

ようである。別の見解として、『日本書紀』巻第 25

孝徳天皇紀 大化 2 年正月甲子朔条に、郡の規模を

三等 ( 大・中・小 ) に分け、三里 ( 郷 ) を小郡 ( しょ

うぐん ) という規定のあったことが知られる。「こ

おり」に「郡」という漢字にあてるとすれば 8 世

紀後半以降のことであろう。ただし、これを「おご

おり」と読んだのかはわからない。『倭名類聚抄』

巻 8 周防国第百十七には吉
よ し き

敷郡内の 10 の郷名が掲

げられている。これを先の郡の規定から類推すれば、

古代の小郡はそのうちの俘
ふしゅう

囚郷 ( のちの椹野荘 )、

賀
か ほ う

宝郷 ( のちの嘉川郷 ) のほか、どれかもう一郷 ( お
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そらくは八
や ち

千郷 ) をあわせた三郷 ( ほぼ近世の小郡

宰判の北東 ) の総称であったのではないかと考え

る。また『延喜式』兵部省諸国駅伝馬条には、賀宝

駅、八千駅が見え、山陽道と椹野川水系をつないだ、

吉敷郡南部における交通の要衝であったことが知ら

れる 14)。

　旧小郡町は、古代の俘
ふしゅう

囚郷、中世の椹
ふ し の

野荘にあた

る地域をいうが、古代～中世のころにはまだ山口湾

がかなり奥深くまで入り込み、JR 仁
に ほ づ

保津駅のある

仁保津はまさに「津」であった。この津を望む位

置にある熊野権現 ( 小郡岩屋 ) は、東大寺創建時の

鐘
かねつきどう

撞堂の撞木の用材としての椹
さわらぎ

の大木にまつわる縁

起と、椹野荘の鎮守であるという伝承が残っている

[ 小郡町史編纂委員会 1979: 120, 511-514, 593]。

中世にはこのあたりが物資の集積地であり、中心地

であったのではなかろうか。

　また同じ地名である福岡県小郡市であるが、この

小郡という地名の起源は、『日本書紀』持統天皇 3

年 6 月条に初出する。ながらく近世までは小郡村

という小地域を指す村が存在し、小郡市という市域

を表す地名はこの村名に由来することは明らかであ

る。国境と郡境にあったこの村は、大宰府、水
み ず き

城、

基
き い じ ょ う

肄城のラインと、筑後川水系をつなぐ交通の要衝

であるとともに、古代には地方官庁 ( 小郡官衙遺跡 )

の置かれた地であった。こうしたことから語頭に

「お」がつく小鯖や小郡のような広域地名には、そ

れにふさわしい自然的、地理的条件が備わっていた

と考えられる。

利用地名

【小路 ( しょうじ )】　　語尾に「じ ( ぢ )」がつく

地名には、クミジ、仁
にほじ(によじ)

保地、鯖
さ ば じ

地、小路などが見える。

ここでは語尾に「じ ( ぢ )」がつく地名を「クミジ」

系 ( クミジ、仁
にほじ(によじ)

保地、鯖
さ ば じ

地 ) と小路系に大別し、小

路系についてはさらに、①区分を意味する「ショウ

ジ ( 障子・小路 )」、②大小を表す「ショウジ ( 小路

⇔大路 )」、③タテヨコもしくは南北⇔東西を表す

「ショウジ ( 小
しょうじ

路⇔横
お う じ

路 )」に整理して考えてみるこ

とで、伊藤の解説「山口」に関連した目的地への幹

線があることを示す矢印地名とは別の視点から迫っ

てみたい。

クミジ系地名　　まず「ショウジ」を利用地名と分

類した理由としては、生活と密着した地点を示す「ク

ミジ」( 図 4) の「じ」に由来すると筆者は考えたか

らである。クミジとは生活用水を汲む水場へつなが

る敷地内の短い道筋のことをさす、山口の言葉であ

る 15)。これらは伊藤のいう「矢印地名」であろう。

　漢字表記としては、「地」あるいは「路」であるが、

通常「地」は峠 ( 垰
たお

) へ続く街道沿いの地名に多く、

そのまま峠と同じ地名を冠す。たとえば鯖
さ ば じ

地は鯖峠、

仁
にほじ(によじ)

保地は仁保峠へとつながっている。それらはより

大きい地域をさす言葉の接尾に付いたもので、クミ

ジ系の地名として表現してよいだろう。また仁保下

郷に鎮座する深野八幡宮は古社であるが、ここでは

社殿のあるところを「宮
みやじきゅう

地給」といい、御
お た び し ょ

旅所のあ

るところを「八
や わ た じ

幡地」という。おそらく参道を道筋

とみたてての言い方であろう。

小路系地名　①区分を意味するショウジ系地名　　

「小路」も各地に多くみられる小字であるが、幾分

ムラの主要な場所に多い地名である。それは大殿地

区に多く残る小路のつく地名が示すように、その「通

り」の名称を表すばかりでなく、道の両側の地域を

も含むことから、この「小路」も道筋を挟んだ両側

の地域も含む地名であろうことが推測できる。

　伊藤は別に、「ショウジ」については地形のピーク、

尾根の連なるようなところに立ちはだかる地名、区

画する地名と考えていたようである。ちょうど建具

の障子のようなイメージである。山口と湯
ゆ だ

田の境に

は障
し ょ う じ が た け

子ヶ岳という山があり、由来は同じ意味である

とした 16)。

小路系地名　②大小を表すショウジ系地名　　

「ショウジ」が道の大小を形容する語とすれば、た

とえば山口の古い言い方では、里に流れる川の本流

( といっても支流のレベルであるが ) を「本
ほんかわ

川」も

図 4　寺領川にあるクミジ

河川改修後のため国交省の設計の制約を受け、コンクリートで固

められている。階段は下流向きになっているが、クミジの本来の

降り口は上流へ向く。
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しくは「大
おおかわ

川」といい、それに対して支流・枝流を

「ゴーガワ」という。それと同じようなイメージと

して、大路に対して、細道・小道としての「小
しょうじ

路」

がある。「袋小路」の由来でもあろうが、まだはっ

きりした根拠をみない。

小路系地名　③タテヨコもしくは南北⇔東西を表す

ショウジ系地名　　もうひとつ、「小路」に対して「大

路」という語がある。山口では、竪
た て こ う じ

小路は南北方向

の道筋を指し、それに対して大路はつまり横路で、

東西方向の道筋をさすのかもしれないと筆者は考え

ている。たとえば衣装についても、「縞
しま

」とはタテ

ジマをさし、「段
だん

」といえば、ヨコシマを指すのと

同じような考え方で、「ショージ」といえばタテ ( 南

北 ) 方向を表し、「オージ」といえばヨコ ( 東西 ) 方

向のイメージがあったのかもしれない 17)。

　ちなみに、現在では「小路」と書いて「コージ」

とよむ竪小路であるが ( 図 5)、永正 17 年 [1520]

に記された「高
こうのみね

嶺太神宮御鎮坐記」には「竪少路」

という表記で見える [ 山口市 2010: 340-345]。「タ

テショージ」と読んでいたのではないだろうか。両

側町については、銭
せんとうしょうじ

湯小路の項に譲りたい 18)。

民俗地名

【休石(やすみいし)】　　嘉
か が わ

川地域の休石 ( 図 6) は、

嘉川～棯
う つ ぎ お の

小野～小野へ抜ける道筋 ( 図 7) にあり、

図 5　札ノ辻付近からみた竪小路 (北方向 )

札ノ辻で石州街道と竪小路が交差する。北へ延びる竪小路は古
こじょう

城ヶ

岳の麓まで直線に続く。

現在はその道筋に沿って県道 230 号線が走る。ま

た吉敷地域に残る休石 ( 図 8) も、佐
さ さ な み

々並へ抜ける

古い道筋にある ( 図 9)。ここで想い起こされるのは、

伊藤から聞いた鍋
なべさげとうげ

提峠 ( 下関市豊田町稲見～長門市

俵
たわらやま

山 ) にまつわる話である。ムラを追い出される人

間がムラから唯一携えて出られる形見として鍋ただ

一つだけが許された。その人が最後にムラと惜別す

るところであるがゆえに鍋提峠といったという。こ

れが意味するところをふまえると、休石は字面の示

す、ただたんに峠を越えるのに疲れるから休息する

ための場所ではなく、故郷を追い出されるものが最

後に振り返ることを許された場所であり、思い出の

詰まった集落を最後に目に焼き付けるところではな

かったか、ということである 19)。 

　現地を確認すると、休石はたいてい峠の上り口、

あんがい麓近くにある。歩き疲れて休むとすれば、

もう少し峠を登ったところでなくてはなるまい。そ

こに存在する理由は、そこを過ぎればオラが村を見

ることができなくなるということなのではなのであ

る。

図 6　嘉川の休石付近

県道は写真中央へ向かい、それより先で大きく右へ曲がり、宇部

市小野へ抜ける。ここから振り返ると嘉川の市（マチバ）が見え、

見通せるのはこの地点まで。

図 7　休石・見
み の こ し

ノ越（嘉川地域）付近

万
まんざい

歳の周囲には市・辻・勘
かんさく

作などの地名が見える
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　「山口」の項ですでにふれた中沢新一の説では、

異界からこちらへ神がやってくるので、山口の「口」

は異界からの出口であったわけであるが、それとは

反対に、村八分にあった人間が住み慣れた家郷を追

い出され、異郷へ追いやられるという意味が休み石

という地名に表されており、これが死生観にもつな

がっていると察せられる。俗っぽくなるが、明治維

新の思想家、吉田松陰ゆかりの萩の涙
なみだまつ

松は、ちょう

ど萩の町並みが見える道の屈曲の張り出したところ

にある。おそらく涙松も休石と同じような感慨の場

所であった。志士の涙という美談ではなく、かつて

の休石は放逐される人の涙にぬれた地名であったの

である。

【休堂 ( やすみどう・やすみど )】　　同じ「休む」

という語を伴うが、休石のそれとは意味合いが異な

る。「堂」という語にもまた別の意味付けを探さね

ばなるまい。

　「山口には辻堂という習俗が残る。これは今日で

も辻堂、お堂、休堂、地蔵堂、薬師堂、観音堂、大

師堂、釈迦堂、阿弥陀堂などと呼ばれる吹き抜けな

いしは三方を板囲いした簡素なお堂が広く分布して

いるが、これらの詳細は充分に周知されていない。

又、これらは旧道に沿った村里近くに建つものが少

なくなく､ 地像尊、薬師如来像､ 弘法大師像､ 釈迦

像､ 阿弥陀如来像などを安置している。かつては村

人達によって日常の社交 ･ 親睦の場として利用され

たり、講
こうじゅう

中によって勤
ごんぎょう

行がなされたり、盆供養が営

まれたり、道行く人々の休憩所となったり、旅人に

お茶の持て成しがされる等して信仰の場となってき

た。」[ 山口県文化財要録 2017] というものである。

西日本、とりわけ瀬戸内に習俗が残っているようで

あるが、地域によっては辻堂のことを休堂ともいう

ところがある。

　いわゆる辻堂は、一般的には文献等で近世まで遡

ることができるようであるが、休堂という地名の謂

いは、じつに辻堂より古い言い方で、より古い習俗

を表したものではないかと考える。なぜなら大字宮

野下、三ノ宮の踏切付近に「休堂」( 図 10) という

地名が残っており、そこは現在、ＪＲ山口線が走り

痕跡はなにも発見できないが、『防長風土注進案』( 山

口宰判 , 上 ) の仁
に か べ

壁神社の項、末社 ( 豊玉姫を祀る )

にかかる説明のすぐ後には、「此御旅宮ハ金
か な こ そ

古曾に

有之、御
お よ け

除地なり」[ 山口県文書館等 1983c: 11] と

記されており、そこにかつて式内社の仁壁神社 ( 図

11)20) の茅葺の御旅宮 ( 図 13) があったことが分か

るからである。

　同じく宮野地域大
お お や ま じ

山路の通称天
てんじんばら

神原という丘陵地

には岡
おかのはら

原天神 ( 図 14)21) が鎮座し、その南に延びる

正面参道の先には「御
おやすみどう

休堂」( 図 12) という小字が

ある。そこには神輿を置く梅鉢の紋が浮き彫りにさ

れた石造りの台座があり ( 図 15)、すなわち天神の

御旅所であることが分かる。この二つの休堂という

図 8　吉敷の休石付近

集落の墓地があるところは宮ノ前という地名。田んぼが休石にあ

たる。下流側（右手）の集落はやがて見えなくなる。道はこれよ

り左手へ続き、大きく左に曲がり、両側から迫る山のため、見通

しがきかなくなる。

図 9　山ノ口・休石 ( 吉敷地域 ) 付近。

野口堤は水通付近。関屋・今茶屋などの地名が見える。
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図 11　仁
に か べ

壁神社の参道

Ｓ字形に湾曲し、現在は県道と線路で遮断されている。

図 13　休堂地名付近から仁壁神社参道を向く

ガードレールの向こう側は山口線の線路、その向こうは県道 ( 旧国

道 9 号線 )。御旅宮の痕跡は唯一、「観音堂踏切」という名称に残る。

図 14　宮野の岡
おかのはら

原天神の参道

参道は河岸段丘を切り通した、かなり急な勾配である。写真の突き当

りが社殿。この参道を挟んで天神南・天神西という地名が残る。

図 10　休堂 (宮野地域 )付近

神
かみはたおり

織機、織
おりもと

本、札
ふ だ ば

場などの地名が見える。

図 12　御休堂 (宮野地域 )付近

参道が御旅所付近で西へ折れ、その先に河
かわはら

原という集落があり、そのあたり

が中村存
ぞんない

内の中心で、備立行列と長持行列が練り歩く。

図 15　御休堂という地名に残る石造りの御旅所

この石造物の上に神輿を置く。赤瓦の家の左側に続く道が参道。
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地名はいわゆる「辻堂」を表したものではないこと

ははっきりしている 22)。

　休むという語には、天皇の寝所を「御
みやすどころ

息所」とい

うように、至尊なるものが憩う「場」という意識が

込められ、「休堂」の「堂」は建物をいうのではな

く、むしろ「休処 ( やすみど )」の「処 ( ど )」とい

う場所をさしたものであろう。さらに仁
に か べ

壁神社には

古社があったという伝承を『宮野八百年史』[ 田村

編 1981: 403] が大正時代の文献を引いて記すが、

その地をやはり「休
やすのみや

宮」といったと伝える。また嘉

川地域の宮の原には「休殿」( 図 16) という小字が

あり、その地は嘉川八幡宮の御旅所 ( 図 17) を含む。

それは参道に沿って、「横小路」、「馬場」などの地

名が残り、かつての広大な神域をあらわす。現在は

漢字の音に引かれ、「きゅうでん」と読まれている

ようであるが、これも「やすみど ( の )」で、それ

が本来の呼び方であったと推測される。

　「休堂」、「休殿」という地名には、

休石とは異なる、祭礼に神輿が憩

う神遊びの芸能とともに、多くの

村々で、道行という大切な行為＝

行列とそれに伴う風流が伝えられ

ていた痕跡をあらわした地名であ

る 23)。

【厄 ( 疫 ) 神 ( やくじん )】　　大

殿地域に鎮座する八坂神社は、長

禄 3 年 [1459] に勧請されたとい

う社伝がある。当初の勧請地がど

こであったのかは記録には定か

でないが、現在の社地の前はそこ

にあったというのが定説である。

「山口祇園会鷺之一巻」[ 山口市
図 16　休殿 (嘉川地域 )付近　　馬場・横小路・宮本などの地名が見える。

図 17　嘉川八幡宮の御旅所から延びる参道

この付近の地名が休殿。春秋には祭礼の行列が練り歩く。

2013: 969-980] に「昔ハ水
み ず の か み

之上に御社有…( 中略 )

…水之上古跡之儀、後
うしろがわら

川原之川上にて木町橋より未
ひつじ

ノ方に見ゆる所也、古木之榎数多有之て、今ハ疫神

之森と云々」とあり、竪
た て こ う じ

小路と一の坂が交わる北に

接する木町橋の西南、古
こじょう

城ヶ岳の麓の地点に「厄神」

( 図 23) という小字が残っているのでそこであると

比定されている 24)。 

　疫病のような災悪はマチばかりでなく、ムラにも

その猛威を振るった痕跡を残した。たとえば旧山口

市内の各地区に厄 ( 疫 ) 神というホノギが多く残る

のはこのためであろう。
厄神　　大殿 ( 天

て ん げ

花 )、白石 ( 糸
いとよね

米 )、平川 ( 黒川・吉田 )

疫神　　宮野 ( 七
ななふさ

房 )、吉敷 ( 木
き ざ き

崎 )

疫神元　大
おおとし

歳 ( 矢
や ば ら

原 )

役神　　小鯖 ( 上小鯖 )

　平安末期に原本が描かれたとされる『年中行事絵

図 18　竪小路と一の坂川が交わる木町橋たもと

左手が、八坂神社があったと伝わる厄神の森。右手の山が古
こじょう

城ヶ岳。

麓には大
おおくら

蔵という地名が残る。
























